
西東京市障害者基本計画 第７期西東京市障害福祉計画・第３期西東京市障害児福祉計画 策定概要（案）

２．計画策定の背景

あなたも私も ともに自分らしく ありたい自分でいられる 共生のまち西東京

４．西東京市障害者基本計画の施策体系

基本方針１ 障害のある人の自立した生活を支えます。

基本方針２ 障害のある人等の自己実現を支援します。

基本方針３ 地域で安心して暮らせる環境整備に取り組みます。

５．第7期西東京障害福祉計画のサービス見込み

（１）国が示している主な目標
・福祉施設入所者の地域生活への移行
・地域生活支援拠点等の整備
・福祉施設利用者の一般就労への移行
・相談支援体制の充実・強化

（２）本市の主な障害福祉サービスの見込み（月あたり）
・本市では総人口の増加に比べて障害者手帳所持者の増加ペースが速く、特に、14
歳未満の年少人口は少子化傾向にあるものの、特別支援教育を利用している小学
生は急増しています。

・このため、近年の利用実績を踏まえつつ、令和４年度に実施したアンケート調査
やヒアリング調査結果による市民ニーズを考慮して、次期計画のサービス見込み
を算出しました。

３．計画策定における課題

（１）障害や障害のある人への更なる理解促進
（２）障害のある人が趣味や余暇活動、就労などを通じて社会参加できる環境づくり
（３）安心して暮らせる住まいの支援と、災害・防災対策の充実
（４）乳幼児期～学齢期や、成人期～高齢期といった人生の節目での切れ目のない支援の充実
（５）相談支援体制の量・質の向上

６．第３期西東京障害児福祉計画のサービス見込み

７．計画の推進の仕組み

PDCAサイクルによる進捗管理
地域⾃⽴支援協議会の中で、PDCAサイクルに基づいて、本計画の進捗状況のモニタ
リングを定期的に行い、そこでの評価を計画の実現に向けて反映させていきます。

１．西東京市障害福祉の基本理念

成果指標 取組の方向性

障害福祉施策への満足度
（満足・やや満足の合計割合）
障害者：24.0％
障害児：18.9％

（１）相談支援・ネットワーク
（２）生活支援
（３）居住支援
（４）情報・コミュニケーション
（５）子どもへの療育支援

成果指標 取組の方向性

楽しみがある人
（あるの割合）
障害者：66.4％
障害児：84.4％

（１）雇用・就業支援
（２）余暇活動・生涯学習支援
（３）家族への支援

成果指標 取組の方向性

１年以内の障害を理由とした差別等の経験
（いつも感じる・たまに感じるの割合）
障害者：32.9％
障害児：54.1％

（１）啓発
（２）疾病等の予防・早期発見
（３）情報発信
（４）生活環境・災害対策

増やす

増やす

減らす

サービス種別 実績（令和４年度） 見込み（令和８年度）

訪問系サービス 178人・11,289回 191人・14,214回

短期入所支援（福祉型） 104人・325回 164人・680回

生活介護 347人・6,520回 378人・7,220回

就労継続支援（B型） 495人・6,789回 579人・8,186回

共同生活援助 315人 532人

施設入所支援 140人 134人

計画相談支援 98人 186人

移動支援 296人・3,328回 403人・4,325回

日中一時支援 86人 113人

（１）国が示している主な目標
・重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所の確保

（２）本市の主な障害児福祉サービスの見込み（月あたり）

サービス種別 実績（令和４年度） 見込み（令和８年度）

児童発達支援 372人・1,980回 419人・2,465回

放課後等デイサービス 357人・3,517回 426人・4,659回

保育所等訪問支援 27人・38回 40人・79回

＜基本理念が目指すまちの姿＞
・西東京市に住むすべての市民が、障害の有無で分け隔てられることのないまち
・障害のある人を妨げている障壁を取り除くことで実現する、誰もが生きやすいまち
・障害の有無にかかわらず、誰もが⾃分のやりたいことを、⾃分で決められるまち
・⾃らの意思決定が周囲から尊重され、周囲の誰かに対しても尊重できるまち

本計画では、「西東京市障害者基本計画・第６期西東京市障害福祉計画・第２期西東
京市障害児福祉計画」の計画期間の終了に伴い、障害福祉分野の取組の総合的な見直
しを行い、令和６年度から令和15年度までの10年間の西東京市障害者基本計画と、令
和６年度から令和８年度までの３年間の第７期西東京市障害福祉計画・第３期西東京
市障害児福祉計画を一体的に策定する。
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